
平成23年11月宮崎県定例県議会

医療対策特別委員会会議録

平成23年12月９日

場 所 第３委員会室



- 1 -

平成23年12月9日(金曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

福祉保健部

１．事業者におけるがん検診受診率向上の取組

２. 禁煙、受動喫煙防止対策の取組状況

３. がん登録の状況

４．県内がん診療連携拠点病院等におけるセ

カンド・オピニオンの利用状況

５．がん患者及びその家族等により構成され

る民間団体のがん対策に資する活動に対す

る支援

６．がん医療に関する情報の収集及び提供状

況について

○協議事項

１．条例要綱案について

２．パブリックコメント等の実施について

３．次回委員会について

４．その他

出席委員（12人）

委 員 長 内 村 仁 子

副 委 員 長 図 師 博 規

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 星 原 透

委 員 押 川 修一郎

委 員 黒 木 正 一

委 員 二 見 康 之

委 員 清 山 知 憲

委 員 井 上 紀代子

委 員 田 口 雄 二

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 新 見 昌 安

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のために出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

福 祉 保 健 部 次 長
橋 本 憲 次 郎

（保健・医療担当）

医 療 薬 務 課 長 緒 方 俊

健 康 増 進 課 長 和 田 陽 市

事務局職員出席者

政策調査課主任主事 池 田 憲 司

政策調査課副主幹 山 口 修 三

○内村委員長 ただいまから医療対策特別委員

会を開会いたします。

まず初めに、１点御報告いたします。

６日に開催されました政策条例検討会議にお

いて、条例の必要性等について説明してまいり

ましたところ、条例化に向けた検討を行うこと

が決定され、当委員会が「がん対策推進条例（仮

称）」のワーキンググループに位置づけられまし

たのでお知らせします。

２月定例県議会での提案に向けて、今後、取

り組みを進めてまいりたいと思います。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程（案）をごらんくだ

さい。

本日は、福祉保健部においでいただいており

ます。事業者におけるがん検診受診率向上の取

り組みや禁煙、受動喫煙防止対策の取り組み状

況等について、概要説明をしていただくことに

なっております。その後、先日行った県外調査
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等を踏まえ、条例要綱案について協議を行いた

いと思います。

本日は、このように取り進めてよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 ありがとうございます。それで

は、そのように決定いたします。

では、これから執行部の説明に入ります。執

行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時３分再開

○内村委員長 委員会を再開いたします。

本日は、福祉保健部においでいただきました。

それでは、早速説明をお願いいたします。

○土持福祉保健部長 おはようございます。福

祉保健部でございます。よろしくお願いいたし

ます。

それでは、本日の説明事項でございますけれ

ども、お手元の委員会資料を１枚めくっていた

だきまして目次をごらんいただきたいと思いま

す。

本日、御指示のありました、一番上でござい

ますが、事業者におけるがん検診受診率向上の

取組ほか４項目の御指示がございましたけれど

も、３につきましては、御指示は一連でござい

ましたが、項目を分けて記載をさせていただい

ております。詳細につきましては、健康増進課

長より説明をさせますので、よろしくお願いい

たします。

○和田健康増進課長 それでは、資料に沿いま

して私のほうから説明させていただきます。

まず、資料の１ページをごらんください。

１の「事業者におけるがん検診受診率向上の

取組」についてでありますが、県内の企業、団

体と連携し、がん検診受診率向上プロジェクト

を実施しております。このプロジェクトに参加

している各事業者におきましては、従業員や顧

客等への受診勧奨や啓発活動として、リーフレッ

トの配付等を、また、従業員に対する個別勧奨

として、文書やメールによる受診案内を、さら

に従業員の受診機会の拡大として、個人の希望

を取り入れた検診日の調整等の取り組みがなさ

れているところであります。

次に、２、禁煙、受動喫煙防止対策の取組状

況についてでありますが、（１）の受動喫煙防止

キャンペーンを実施し、たばこ等健康問題に関

する知識の普及や受動喫煙防止対策の支援を

行っております。その内容は、受動喫煙防止を

呼びかける講演会の開催、ホームページによる

受動喫煙をさせない正しいマナーや禁煙モデル

飲食店等についての情報提供、ラジオ、テレビ

を活用した呼びかけ、啓発用ポスター、チラシ、

ステッカーの配付などでございます。

（２）の地域・職域連携推進事業としまして、

保健所単位で、行政機関や事業者、医療機関等

と共同で受動喫煙防止対策のポスター、チラシ

を配付し、啓発に取り組んでおります。

（３）の未成年者の喫煙防止・受動喫煙防止

・禁煙支援事業としましては、保健所において、

未成年者や一般県民を対象にした講演会や健康

教育を実施しております。昨年度は、合計で27

回、2,944名の方に健康教育を実施しております。

２ページをお開きください。

３－１ がん登録の状況についてであります。

（１）院内がん登録につきましては、現在、

県内で12施設の医療機関において実施されてお

ります。また、宮崎県がん診療連携協議会院内

がん登録専門部会が宮崎大学医学部附属病院に

設置されており、がん診療連携拠点病院等にお
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ける院内がん登録の精度向上が図られておりま

す。

（２）の本県における地域がん登録の実施に

つきましては、地域医療再生計画（拡充分）を

活用し、平成25年１月の症例からの登録開始を

予定しております。地域がん登録室の設置場所

等運用方法の具体的な設計につきましては、現

在、検討中であります。参考としまして、ペー

ジの下半分に、地域がん登録の目的と仕組みを

記載しておりますので、御参照いただければと

思います。

次に、３ページの３－２ 県内がん診療連携

拠点病院等におけるセカンド・オピニオンの利

用状況についてであります。

表の上段が、他の医療機関で受診中の患者に

対しまして、セカンド・オピニオンを提示した

件数で、平成22年においては、宮崎大学で10件、

都城病院で６件となっております。表の下の段

は、その反対で、他の医療機関でセカンド・オ

ピニオンを受ける患者等に、診療情報を提供し

た件数で、ごらんのとおりの状況となっており

ます。

次に、３－３ がん患者及びその家族等によ

り構成される民間団体のがん対策に資する活動

に対する支援についてでありますが、相談支援

センターの相談員、医師を含みます医療従事者、

がん経験者など、がん患者サロン等にかかわっ

ていただけると思われる方に、サポーターとし

てかかわっていただくための講習会を実施して

おりまして、今年度は、今月の４日に開催した

ところでございます。

最後に、４ がん医療に関する情報の収集及

び提供状況についてでありますが、がん診療連

携拠点病院の相談支援センターにおきまして、

国立がん研究センターがん情報サービス作成の

パンフレット（約50種類）の配付や、地域のが

ん医療に関する医療連携情報、セカンド・オピ

ニオンを受けられる医療機関に関する情報、緩

和ケアに関する情報を提供しているところであ

ります。

説明は以上でございます。

○内村委員長 ありがとうございました。執行

部の説明が終わりました。御意見、質疑などが

ありましたらお願いします。

○清山委員 ちょっと確認させていただきたい

んですけど、この３ページの３－２のセカンド

・オピニオンは、これは上段がほかの医療機関

からその病院に対してセカンド・オピニオンに

より紹介されて、セカンド・オピニオン希望で

紹介された数ですか。

○和田健康増進課長 そのとおりです。

○清山委員 そうですよね。例えば、県立宮崎

で言えば、44件県立宮崎からほかの病院へセカ

ンド・オピニオン希望の患者さんを紹介して、

県立宮崎に対して、セカンド・オピニオンで希

望された方は、ゼロという数字ですよね。

○和田健康増進課長 そのとおりでございます。

恐らくこれは私どもの解釈ですが、基本的には、

ここの上の５つの病院には、セカンド・オピニ

オンというよりも、がんの治療でほとんど紹介

されて来られるのではないかなというふうに

思っておりまして、この５つの病院から出てい

かれるのは、恐らくもうちょっと高度の医療機

関、例えば県外だったりとかにセカンド・オピ

ニオンを求めて出られているんではないかとい

うふうに推測しているところでございます。

○鳥飼委員 そこのところがわからなかったん

ですけど、下のほうは100件ぐらいあるんですよ

ね。上が16件ということで、ほとんどというか

大多数、８割の人たちは恐らく県外でというこ
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とになるんですかね。

○和田健康増進課長 ちょっとこれは情報収集

をしてみたいと思いますが、場合によっては、

県立病院あたりから宮崎大学医学部のほうに行

かれている方もいらっしゃると思うんですけれ

ども、恐らく宮崎大学医学部あたりから、ある

いは宮崎県立病院からセカンド・オピニオンを

求めて行かれるというのは、恐らく県外なので

はないかなというふうな推測はしております。

○鳥飼委員 前の委員会でもお聞きしたかもし

れないんですけれども、未成年者の喫煙防止、

前、お答えをもらったかもしれないんですけれ

ども、実態といいますか、小学生、中学生、高

校生、大学生の状況を何らかの形でアンケート

とかで把握しているとか、そういうことは行わ

れていたんでしたかね。

○和田健康増進課長 母子保健の計画としてす

こやか親子の計画がありまして、そちらの計画

を作成するときに、一度教育委員会と連携して、

アンケート調査を行ったことがありますが、こ

こ最近では、直接学校にお願いして、アンケー

ト調査をしたことはございません。これは我々

も教育委員会としてどのように実態を把握して

いくかというのは課題であるかなというふうに

思っておりますので、御相談をした上で検討し

たいなとは思っております。

○鳥飼委員 これはいつごろか、覚えておられ

なければいいんですけど、どの程度とか、何か

ないんでしょうか。わからなければ結構ですけ

ど。

○和田健康増進課長 済みません、今手持ちの

資料がなくて、私も記憶がちょっとないもんで

すから、いかがいたしましょう。策定当時の分

を後ほど提供するということでよろしいでしょ

うか。

○鳥飼委員 そういう実態を正しく把握をする

というのは非常に大事なことだと思うものです

から、どういう状況なのかなというようなこと

で、できたら簡単な資料でいいですので、お示

しください。後でいいですから。

○和田健康増進課長 確認した上で御提示をさ

せていただきたいと思います。

○星原委員 がん登録、これはどういう趣旨か、

ここに仕組みとしては書いてはあるんですが、

過去にがんになった人たちがそれぞれどこかに

登録していくと。

○和田健康増進課長 これにつきましては、登

録を開始した時点から診断された患者さんにな

ります。新たに診断された患者さん。過去にさ

かのぼって登録ということは今のところ考えて

おりません。

○内村委員長 県外調査でいろいろと調査して

きたところですが、そのことで何かお聞きにな

りたいことがありましたら。

○井上委員 私は一般質問したので、ちょっと

聞きづらいところもあるんですけど、申しわけ

ないです。重なる部分があるかもしれませんが、

さっきの禁煙の問題なんですけど、今回、調査

に行かせていただいた熊本県などは、県民全体

の大変細かなデータをとっておられるんですよ。

そして、それは世代別であったり年代別であっ

たり。

それと、もう一つは、喫煙によっての、その

影響によって、どう病気に対して影響があるか

という認識度、それに対する認識度というのな

んかもとっておられて、細かいデータを私ども

みんな行っておりましたので、それをいただい

たんですよね。そういうのを細かく読ませてい

ただくと、やはり今回、私どもがん条例をつく

るということになってくると、本当に何度も申
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し上げて恐縮ですが、実効性のあるものにしな

いといけない。県民に広がっていかないといけ

ないということとかを考えれば、やっぱりその

ことを一つのキャンペーンしていくということ

と、がん条例のキャンペーンと同時に、それを

丁寧な形で、どういう認識を県民がお持ちなの

かということも含めてとっていただければと思

いますが、それはいかがなんですか。

○和田健康増進課長 他県の項目は確認してみ

ないといけないんですけれども、とりあえず、

現在実施しております県民健康栄養調査のアン

ケートの中で、喫煙が影響する疾病等の意識調

査というのは含めているところでございます。

○井上委員 それはいつごろ出るんですか。

○和田健康増進課長 ほぼ今終了しております

ので、今年度末ぐらいまでにはデータ解析がで

きるのかなというふうには思っております。

○井上委員 その出たデータについての扱い方

なんですけど、それというのはどういうふうな

データを、例えば県民に明らかにする場合も含

めて、どんなことをお考えなんですか。例えば、

禁煙、受動喫煙防止対策の中でというふうにし

て考えれば、そのほかの展開というのはどんな

ことを考えておられるんですかね。せっかくの

データをどう活用していこうとされているのか。

○和田健康増進課長 これにつきましては、一

番上位の運動になります「健康づくり日本21」

を受けまして、今宮崎の「健康みやざき行動計

画21」というものを策定しておりまして、これ

が来年度に改定時期に入っております。国の計

画の改定を受けながら、基本的には健康づくり

計画の中に一番は反映させていくというふうに

考えておりますので、それと同時に、その健康

づくりの計画の中には、分野としては、栄養、

食生活、もちろんたばこ、飲酒、がん、それか

ら心臓病、糖尿病とか含まれておりますので、

がんの部分については、現在、行っております

がん対策の推進計画とかと整合性をとりながら、

その中でデータを明らかにしていきたいという

ふうに考えておりますし、県民健康栄養調査そ

のもののまとめも公表するということを考えて

おります。

○井上委員 期待したいと思いますので、よろ

しくお願いしておきます。

それと、先ほど鳥飼委員からも出ましたけど、

未成年者の喫煙防止、それは実際教育委員会か

ら出た授業で使っている資料とかを見せていた

だいたんですけど、あれを読んで子供たちが本

当に理解できるものかどうか、若干疑問を持つ

んですよ。低学年から高学年、高学年からの教

育でしたけど、それが小学校の高学年から中学

校、そして高校に至っていくわけですけど、そ

れについて、教育委員会と議論されたりしたこ

と、意見交換されたりしたことはあるんでしょ

うか。

○和田健康増進課長 教科書の中身とか、そう

いうことについてはちょっと議論はしたことが

ないんですけれども、対策をどうするかという

ことは、意見交換はさせていただいています。

それから、地域によっては、小学校、中学校と

かであれば、学校のほうから、たばこ対策だけ

じゃないんですけど、たばこ、アルコール、薬

物関連で教育の依頼を受けることもあって、そ

れに例えば保健所が対応したり警察が対応した

りとか、そういうような取り組みも実施はして

いるところですけれども、教科書にどのような

記載があるかというようなことについては、全

く議論をしたことはございません。

○井上委員 次、もう一つお願いします。がん

登録の関係のことですけれども、これからなの
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で、ぜひちょっと御検討いただきたいのは、他

県に今回調査に行かせていただいたときに、住

基ネットの活用、そのことが出ているところと

いうのは結構多かったんですけど、今回、質問

しましたら、けんもほろろの回答はいただいた

ところですが、これの機密との考え方ですよ。

活用法、そしてまた、それは全く宮崎県として

考えられないのか。この先はどうしていきたい

のか。そこを教えていただけますか。

○和田健康増進課長 部長の回答でも検討する

ということになっていたと思うのですけれども、

これにつきましては、住基ネットの担当課が

ちょっと違いますので、我々登録をする者にと

りましては、これを活用するということは非常

に意義があるというふうに思っておりますので、

当然活用する方向で、今後いろいろ検討はして

いきたいというふうに思っているところです。

○井上委員 担当が違うのはわかる。担当が違

うのはわかっているんですよね。市町村を含め

てそこを議論しないといけないんですけど、だ

からこそがん登録の、いつも検討するというの

はもらうわけですよ。検討した結果は聞いたこ

とがないんですが、だから、やっぱりそれはき

ちんとしたのを仕上げていくということからす

れば、どこも住基ネットの何も書いてもいない

し、だから書けないということですよね。

○和田健康増進課長 ちょっとどういうふうに

御説明するのがいいのかわかりませんが、基本

的には、私どもの考えとしては、担当課がどう

いうふうに考えているかわからないんですが、

条例を改正してでも、がん登録で利用するよう

な方向でいきたいというのが希望です。

○井上委員 希望はわかります。だから、そう

してほしいわけよね。だから、どういうふうに

アプローチをして、そこの相手方と言ったらお

かしいけど、具体的にその具体性はあるのかど

うかということを。私たちは皆さんの仕事の範

囲のことではなく、それは可能になるのかどう

かということを聞いているわけだから、ただ検

討しますでここで引っ込まれると、非常に困り

ます。どんなふうにしていくのか。

○橋本福祉保健部次長 本会議でも先生のほう

から御質問いただきまして、今課長も申し上げ

ましたように、先生、御案内ありましたように、

大阪府とかで現にそういうふうに使っている例

があるということを承知しておりまして、ただ

一方で、これから今制度設計をしていくに当たっ

て、その活用方法をどのようにするのかという

のをまさに、そこは純粋に本当に検討しなきゃ

いけないと。結局ここは行政同士の情報のやり

とりになりますので、活用方法として住基を我

々使うほうとしては住基を使ったほうが便利で

あろうというのは先生の御指摘もあって認識し

たところなんですけれども、一方で、これは住

基を使いますと、システム開発もかかってまい

りますし、あとはこれは医療情報でございます

ので、住基として活用するのがいいのかどうか

というのも結構な議論があり得るところでござ

いますので、その辺も総合的にこれから検討し

ていくと。利便性と、それにかかるコストとか

を、そこはちゃんと検証しなければならないと

いう意味で検討してまいりたいということでご

ざいまして、全く視野にないということではご

ざいませんので、逆に使わない場合であれば、

こういう理由でこちらのほうがより効率的であ

るとか、費用対効果とか、その辺も含めて検証

していく必要があろうかと思っているところで

ございます。

○鳥飼委員 もうこのことで議論するというの

は終わりになるだろうと思うもんですから、お
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願いをしておきたいんですけれども、委員会で

いろいろとがん対策基本条例をつくろうという

ことで議論をしてまいりました。パブリックコ

メントをとったりとかいろいろやってきて、施

行の問題に出てくるんですけれども、当然この

趣旨というのは、福祉保健部の皆さんが十分理

解をしていただいていると思っているんですけ

れども、じゃこれからどうやって県民の皆さん

方に周知を図っていくか、そして、より実効性

のある事業をやっていくかということが出てく

るわけですけれども、それは今、検討していた

だいていると思ってよろしいですかね。

○和田健康増進課長 我々もその方向で考えて

おりますし、来年度は計画の改定時期でもあり

ますので、同時に計画の改定等いろんな意味で

県民への普及啓発が一緒にできれば大変いいの

かなというふうに考えているところでございま

す。

○内村委員長 よろしいでしょうか。それでは

ないようですので、これで終わりたいと思いま

す。執行部の皆様、大変お疲れさまでした。あ

りがとうございました。

暫時休憩いたします。

午前10時27分休憩

午前10時28分再開

○内村委員長 委員会を再開いたします。

条例要綱案の協議に移ります。

後ほどパブリックコメント等の実施について

お諮りしますが、本日は、委員会としての要綱

案をまとめ上げる協議になりますので、御協力

をよろしくお願いいたします。

お手元の資料１をごらんください。

まず、前回の委員会で、要綱案３ページのが

んに関する教育の推進から協議を行っていただ

きました。

前回の委員会における委員からの御意見をも

とに、緑の文字で要綱案を修正しております。

そのほか２ページ以降についても、委員協議

に基づいて、項目の順番に入れかえ、項目の追

加や削除、文言の修正・整理等を行っておりま

す。そして、現在の最終版を整理したものが資

料２になります。

正副委員長で引き取らせてもらいまして、検

討した結果、特に説明すべき事項としまして、

４点御説明いたします。

３ページ「11 がんに関する教育の推進」で

すが、前回の委員協議では、「社会教育」の文言

を入れるべきではないかとの御意見を伺ったと

ころですが、正副委員長で検討しましたところ、

「７ がんの予防及び早期発見の推進」の①と

重複するのではないかということで、現在のと

ころ、文言の追加を見送っております。

２点目は、４ページ「９ 緩和ケアの推進」

の②ですが、関係機関の連携協力体制の強化に

ついては、項目「８ がん医療の充実」にあり

ますので、必要ないのではないかとの御意見で

したが、次の「10 在宅医療」の推進にも入れ

ておりますし、別で項目立てしていることもあ

りまして、残したほうがよいのではないかと考

えたところです。

３点目は、「９ 緩和ケアの推進」の④ですが、

在宅で緩和ケアを受けることができる体制整備

について、「10 在宅医療の推進」とどちらに入

れるか議論がありましたが、緩和ケアの推進に

盛り込んでおります。

最後に、５ページ、「18 条例の見直し」です

が、これは県外調査で伺った大阪の条例を参考

に、多くの委員が共感されていたこともありま

して、正副委員長（案）として新たに盛り込ん
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だところです。

そういった点も踏まえまして、説明のあった

前回からの修正分について、御意見等ございま

せんか。

○清山委員 結構包括的な条例になっているか

なと思うのですけれども、済みません、これ質

問というか、大阪では結構執行部とも確認をし

てたんですかね、たしか。これっていうのは、

内容というのは、執行部なんかのチェックとい

うか、健康増進課なんかのチェックというのは

されるのか。今後されるんですかね。ちょっと

ごめんなさい、私はその辺わからないものです

から。

○池田書記 パブリックコメント等を実施する

かについて、そのほかにも執行部を含めて、関

係団体への文書による意見収集、そういった手

続について実施するかどうか、また後でお諮り

していただきますけど、そういうことも可能だ

ということで御理解いただければと思います。

○内村委員長 これからパブリックコメントに

入るかどうかの検討もありますので、後ほどお

伺いしていきます。あとはよろしいでしょうか。

○井上委員 「18 条例の見直し」のところな

んですけど、これはやっぱり条例の見直しとい

うのは、やっぱり大切だと思うんですね。これ

でいいんですが、このがん対策推進計画に法第11

条第４項の規定というのをちょっと教えてもら

いたい。法第11条第４項というのは、法律です

よね。これは大もとのほうですよね。

○内村委員長 大もとのほうです。ちょっとお

待ちください。

○井上委員 この法というのを、何々と具体的

に書いていただくといいなと思います。読んだ

ときにわからないので。

○内村委員長 県が状況の変化を勘案して、少

なくとも５年ごとに計画を見直すという法が、

これに入っているということですね。５年ごと

に見直す。

○井上委員 この法というのは、もともとの法

は何法ですか。

○内村委員長 がん対策基本法です。

○井上委員 「がん対策基本法第11条第４項の

規定により検討を加える際に」とすればわかり

やすいけど。

○内村委員長 そこに「がん対策基本法」を入

れてより具体的にということですね。

○井上委員 「がん対策基本法第11条第４項の

規定により検討を加える際に」と。よそのとこ

ろは２年ごとで見直すとか、具体的に書いてい

たじゃないですか。だから、こういうふうにし

て、「がん対策基本法第11条第４項の規定により、

検討を加える際に」とかいうふうにしたほうが

県民が見たときにわかるか、それとも具体的に

「法にのっとり」とか「法にのっとり５年ごと

の見直しに何とか」とか、そういうふうにした

ほうがいいのか、そういうことですよ。

○二見委員 がん対策基本法第11条４項の中身

は、どういう内容なんですか。

○内村委員長 第11条第４項というのは５年ご

とに計画を見直すということなんです。

○二見委員 計画と条例を連動させないといけ

ないという見直しのやり方ではなくて、条例は

条例で地域に合った見直しのやり方でいいと思

います。地元の意見を聞きながらその都度見直

さないといけないところは見直さないといけな

いでしょうし、あえてここに「がん対策基本法

にのっとって見直す」というふうに入れる意味

は何なんでしょうか。

○星原委員 あわせていいですか。計画が変わっ

たときだけなのか、社会情勢とかいろんなもの
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が変わったときに、その計画以外のものも項目

として上げておるわけだから、中身によって変

わる可能性はあるわけです。私は、それを５年

ごとにこれで縛ってしまうと、５年ごとにしか

見直さないということになってしまうので、逆

に言えば、期間をもうちょっと設けて短くする

のか、随時にするのか、ある程度やっぱりこの

条例が生きた形の条例にするには、そういうふ

うにしていかないと、変わったとき見直すとい

うけど、精神条例みたいなものだけど、こうい

うことを入れたほうがいいんじゃないかという

ときなんかには、対応ができないことになって

しまうような気がするんですね。あわせてとか、

何かこれとあわせてだとか、あるいは年限もこ

の計画を５年ごとしか見直さないんだったら、

本当に５年ごとでいいのかどうかというのが出

てくる可能性もあるんですね。

○内村委員長 大阪の条例が、「知事はこの条例

の施行後２年目をめどとして、この条例の規定

内容について検討を加え、その結果に基づいて

この条例の見直しを行うものとする」となって

いるんですが。

○井上委員 まず宮崎県に即した形にしたほう

がいいと思うのですね。

○鳥飼委員 １つは、福祉保健部との協議です

よ。実質的にはあそこがやるわけですから、こ

れはやっぱり十分協議をしたほうが、より実効

性が保たれるということで、それは正副委員長

でやっていただいたほうがいいのかなというの

が１つです。それは検討していただければいい

です。

もう１つは、この見直しなんですけれども、

これまでの、この中では、議長に報告をすると

か、これについて結果を２年ごとに報告をする

というのを求めることができるのだったら、向

こうがどういうかというのはわからんけれども、

それはちょっと無理ですわということになれば、

それは考えないといかんけれども、そういうこ

とも一つの方法ではあるんですよね。この条例

のいろんな取り組みをやった結果を議長に報告

をするとかいうのも一つの方法。しかし、それ

は難しいなというのが出てくれば、それは今か

ら検討してもらって削除してもらってもいい。

それが１つと、もう１つは、このままの条文で

いけば、恐らくこの中には、がん対策基本法と

いう文章というのは出てきてるんですかね、こ

れまでに。この17まで、18以前に。

○内村委員長 基本法は出ています。

○鳥飼委員 出ているということであれば、

「法11条の４項の規定により、がん対策推進計

画に検討を加える際に」というふうにして変え

れば、スムーズにわかるということです。

○内村委員長 「２ 県の責務」のところで出

ています。

○鳥飼委員 出てきているということであれば、

「法11条の４項の規定により、がん対策推進計

画に検討を加える際には」というふうにしてい

けばいいということなんですけど、いろいろ意

見が出てますので、大阪の場合のようにせんな

いかんということもないし、計画の見直しに合

わせんといかんということもないし、何が実効

性がとれるか、担保できるかということで決め

ていけばいいんじゃないかなという気はします

けどね。

○二見委員 それとこの条例の見直しをするの

は、どこがチェックしていくのかということで

すね。特別委員会はもうなくなってしまうと思

うので、つくるときはいいんでしょうけれども、

その後は厚生常任委員会がその都度見直しをさ

れていくのかなというふうには思うのですけれ
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ども。

○内村委員長 今から執行部、知事が見直して

いくことにこれはなっていくと思います。

○二見委員 執行部のほうがチェックするわけ

ですか。

○井上委員 防災対策推進条例は、見直しが出

たりとか、そういうふうにしているけど。

○鳥飼委員 知事もやれるし、議会もやれると

いうことですよね。

○井上委員 両方やれると。

○押川委員 ４月からずっとがんの推進条例と

いうことでまとめてきたところでありますが、

そういう中で、ちょっとやっぱり気になってい

ることが、７の②なんですけれども、学校、病

院、官公庁その他の公共性の高い施設における

喫煙関係でありますけれども、実は、昨年の22

年10月なんですが、県のたばこ耕作組合あるい

は販売店のほうから、前知事に対して実は要望

書という形で上げられて、一律的に全面禁煙と

かそういうことじゃなくて、分煙の施策推進を

主眼としてお願いしたいということで実は上

がっておりまして、できればそういう方向でこ

ういった団体の方の要望あたりを踏まえて、本

県のそういう状況もかんがみていただいて協議

をしていただくとありがたいなということで、

ちょっとここで御提案をさせていただきたいと

いうふうに思います。

○井上委員 押川委員の意見に対して、反論と

いうふうに捉えないでほしいんですが、喫煙促

進ということはできないわけですよ。例えば、

熊本県では、県民の意識のところに、こうこう

こういう理由で、県民はこういう認識を持って

いますと、できるだけ禁煙の方向に向かってみ

んなでと。そして、最後のところに、熊本県は、

葉たばこ生産日本一ですということを書いて、

その団体の方たちから、葉たばこを自分たちが

栽培していく、それについての支援というか、

そこは、栽培してはいけないなどというような

ことはしないということについて、県としても、

それはちゃんと受けとめていますというのがき

ちんと１項目入っているんですね、私たちもい

ただいた資料で、全体に出された文書の中に、

そこは受けとめている。それはどなたも栽培し

ている農家に栽培したらいかんわとか、そんな

ことは言ってないわけで、だから、一方ではそ

れの支援というのは県議会も十分、あとの方と、

やっていきたいという方に対する支援というの

は、県議会で今回も議論があったとおり、それ

は推進していこうとしているわけですよね。た

だ、少なくともがん条例をつくる一方で、喫煙

を推進するとか、促進するとかいう立場には立

てないということは明確だと思うんですね。だ

から、県民の健康を考えれば、禁煙がいいわけ

で、そこは押川委員が言われることについては

十分皆さん認識した上でのきょうの議論だとい

うふうに私は思っているところなんです。

○内村委員長 今、ちょっと７のほうに入りま

したけど、その前にこの18が先に議題に上がっ

ておりますので、ここの18の条例の見直しのと

ころをちょっと済ませてから次にまた入りたい

と思いますので、そこをよろしくお願いします。

ここの「18 条例の見直し」についてですが、

これを２年と期限を切るのか、それとも一応こ

のがん対策基本法は前に出ているわけですけれ

ども、この文言を入れるのか、それともその都

度状況に応じて必要な措置をとるということに

するのか、そこ辺のところの協議をお願いした

いと思います。

○緒嶋委員 これは柔軟に対応できるように常

日ごろ必要に応じて見直しができるようにしと
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かないかんです。

○星原委員 基本法だけじゃいかんと。

○緒嶋委員 そうそう。あんまり基本法にのっ

とれば、見直しがなかなか、かえって逆に抑え

られるようなことではいかんわけですからね。

○内村委員長 では、この18のところで、「がん

対策推進」、ここをずっと抜いて、「この条例の

施行の状況について検討を加え、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるものとすること」と

いうことに和らげるか、何かそういう案はあり

ませんか。

○清山委員 基本法の４項目を見たんですけれ

ども、少なくとも５年ごとに検討を加えて、都

道府県の推進計画を変更しなければならないと

書いてますが、これは単純に、例えば、この条

例の見直しで、がん対策推進計画に変更があっ

た場合、もしくはその他必要と認めるときに、

この条例を見直す必要な検討を加えるとか、そ

の２つのパターンを書いたらどうでしょうかと

思って、必要に応じてということと、宮崎県が

つくるがん対策推進計画に変更があった場合と。

そうしたら柔軟に対応できるのかなと。

○図師副委員長 がんの対策基本法に改正時期、

見直し時期の根拠なり関連を求めていただけで

あって、そこに縛られる必要は何もありません

し、今、清山委員の言われるように、「及びその

他の必要と認められる時期」とかいう文言をつ

ければ、非常に包括的に見直しができるのでは

ないかと思われますが。

○内村委員長 そこをちょっと正副委員長のほ

うでいろいろと検討して考えて、させてもらっ

ていいでしょうか。文言を柔軟に持っていくと

いうことで。

○井上委員 この条例の見直しの項目があると

いうことはいいと思うんですよね。

○内村委員長 だから、この18の条例の見直し

というのはこのまま置いて、中の文言について

は、ちょっと検討させていただいてよろしいで

しょうか。柔軟にさせていただきたいと思いま

す。

○二見委員 先ほどちょっと言ったことなんで

すけど、執行部が計画を見直すから、これも検

討しないといけないといって、議会のほうにも

それをチェックする機能があるから、そういう

ことができるということなんですけど、ここだ

け主語が全く抜けているというのは、どうなの

かなという気がするんですけど、ちょっと皆さ

んの御意見をお伺いしたいなと思うんですよ。

というのも、やっぱり計画自体を県のほうがつ

くられるのであれば、その都度やっぱり県のほ

うに、まずはこの条例との整合性とかを検討し

ていただくというのも、基本として、なおかつ、

議会というものはそれぞれの地域からの代表と

して来ていらっしゃるわけですから、その都度

必要なときに意見を上げることもできるし、こ

の改正とかも議論することもできるでしょうか

ら、そういった意味も含めて、やはり基本は県、

僕の考えですけど、県が一応計画にのっとって、

まずは改正をしていただくということと、議会

のほうから、その都度、必要に応じて、意見の

提言とかできるというような形にしたほうが、

一般の方がこれを読まれたときに、これは、じゃ

だれが見直しをしていくのかとかいうことを、

あんまりたくさんの方はいらっしゃらないで

しょうけれども、ぱっとしたときに、その所在

が明らかになるんじゃないかなと思うのですが、

皆さんの御意見をちょっとお伺いしたいと思う

のですけれども。

○内村委員長 今、二見委員から出ましたこと

で、主語が抜けているということですが、大阪
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のは、「知事は」というのが頭出しにしてあるん

ですが、そういうふうにして、条例改正のとき

はどっちみち議会にも案が出てくるわけですか

ら、そこをどう入れるか、その辺も含めて検討

させてもらっていいですか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 では、18については、そのよう

にさせていただきます。

次に移ります。先ほど、押川委員からも井上

委員からも出されました、極めて影響が多い部

分として考えております「７ がんの予防及び

早期発見の推進」の②についてですが、前回の

協議では、県外調査等もあるので、他県の状況

等も踏まえ議論を行うということになっており

ました。なお、前回の委員会で正副委員長から

発言のありました、すべての事業所と工場に「全

面禁煙」か「空間分煙」を義務づけ、国が基準

を厳格化させる方向で審議しております労働安

全衛生法改正案については、今国会中の成立が

困難ではないかという報道がなされております。

どこまで条例に盛り込むか慎重に議論を行って

もらいたいと考えておりますが、この部分につ

いて、御意見がありましたらお願いいたします。

○清山委員 ちょっと早口でおっしゃったので、

どういう説明をされたのか。

○内村委員長 すべての事業所と工場に、全面

禁煙か空間分煙を義務づけ、国が基準を厳格化

させる方向で審議しておりますということで、

労働安全衛生法改正案については、今度の国会

に成立が困難ではないかという報道が今された

ところですけれども、ここをちょっと検討。国

のほうで決まってしまえば、またいろいろあっ

たんでしょうけれども、これについては、今議

論がなされているんですね。

○井上委員 今の書き方は、むちゃくちゃ緩や

かじゃないですか。本当はもっとがちっとした

いけど、緩やかじゃないですか。これ以上に緩

やかにするということになると、非常に私は問

題があると思いますけどね。緩やか過ぎていい

のかというのがちょっと心配ですけどね。

○内村委員長 今、７の②についてですけど。

○井上委員 この７の②は非常に緩やかですよ、

はっきり申し上げて。

○内村委員長 今出ているのは、「学校、病院、

官公庁、その他の公共性の高い施設における喫

煙の禁止及びそれ以外の多数の者が利用する施

設における受動喫煙（室内又はこれに準ずる環

境において、他人のたばこの煙を吸わされるこ

とをいう。）の防止対策の促進」となっているわ

けですね。

○井上委員 だから、分煙をしてくださいよと

いう程度でしょう。

○緒嶋委員 とりようによってはそう言われる

かもしれんけど、喫煙の禁止ということになる

と、これはもう全面的にやめるのが禁止ですか

ら、これはなかなか影響が大きすぎると思うの

ですがね。「禁止」を入れれば、何か罰則規定を

入れないかんじゃないかというような理屈にも

なってくるんじゃないかと思うからですよ。禁

止というのは、ある意味では、完ぺきにやめな

さいということだと思うんです。そして、国の

動きもそういうのがあって、要はまたそれを変

えるということで、当面はいろいろ異論があれ

ば、ここをはっきり喫煙の禁止というのは、こ

れはなかなか問題もあるんじゃないかなという

影響がですね。それだったら、またこれは恐ら

く意見はいろいろ割れるところだろうと思うん

ですね。

○内村委員長 暫時休憩いたします。

午前10時55分休憩
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午前11時６分再開

○内村委員長 委員会を再開させていただきま

す。

この禁止という文言をどうするかを議論して

いただきたいと思います。

○星原委員 喫煙の禁止に努めとするのはどう

でしょうか。

○井上委員 努めるという表現はいいと思うけ

ど。

○内村委員長 「喫煙の禁止に努め」ですか。

○井上委員 そういう方向性があるということ

は出したほうがいいと思うんです。

○押川委員 禁煙ということで決めてしまうと、

県庁内ではもうどこも吸えないということが出

てくるんですよね。職員の皆さん方も、議員の

皆さん方にもかなりの影響が出てくるのかなと

いう気がするんですよね。

○井上委員 禁止という方向性を……。

○内村委員長 今のここの禁止に努めるという

案と、それからここを分煙ということに、喫煙

の分煙及びそれ以外の場所で云々ということで

すよ。「禁止」ということを「分煙」ということ

にするということですが。

○鳥飼委員 でも表現は正副委員長でうまいぐ

あいに練ってもらえばいいと思いますけど。

○図師副委員長 パブリックコメントをとる可

能性がありますので、きょうの協議で掲げてい

ただきたいというのがあります。

○星原委員 「禁煙」という文言がやっぱり抵

抗があるんですよね。市町村では分煙している

わけですよね。そこで禁煙としちゃうとかなり

の影響が出ると。

○内村委員長 今、７のところの頭出しのとこ

ろで、「県は、がんの予防及び早期発見に資する

ため、関係団体等と連携し、次に掲げる施策の

推進に努めるものとする」というのがもうここ

で既に入っていまして、そして、その次にまた

もう一回、「努めるものとする」となると重複し

てしまいます。そして、今、出た意見では、こ

の②のところに、「禁止」と入ってしまうと、今

話の出ました、各自治体はもう分煙をしている

ところが結構あったりして、これがそこまで禁

止ということになっても、またどんなかなとい

うことがあると。ここを施設における喫煙の分

煙、禁止を抜いて「分煙」でいって、また次の18

のところに「改める」というのが入っておりま

すので、いつか時期を見て、時代がそうなった

ときには、また禁煙にするという形の改正もで

きますが。

○星原委員 それで今回は何とか、本人も体に

悪いんだから、だんだんそういう方向に努めて

いくだろうし。

○鳥飼委員 最初に委員長が言ったように、「努

めるものとする」とあるわけだから、「禁止」と

書いても、禁煙に努めるものとするというふう

に読むわけだから、実際はそういうことになる

んですよね。あとは押川委員やら星原委員がど

うするかですわ。全部「分煙」だけじゃちょっ

とメッセージとしては、あとは、「おまえどんは

何考えちょっとか」というのが必ず出てきます

よ。説明せいと言われたら説明できんでしょう。

○星原委員 一気に禁止までじゃなくて、分煙

から禁止という段階的にいけないかなというの

が会派の中でも最終的に出ました。条例をつく

るから、それは確かに、うちも清山委員が言っ

て、そういう形で話は出ていることは出ている

んですけど。吸っている人だけじゃなくて、耕

作者やら、うちも熊本県に次いで２番目の耕作

県でもありますし。
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○鳥飼委員 分かるんですよ。実態として耕作

者の人たちがいるというのもわかります。わか

りますけれども、県議会がせっかくこの条例を

つくるというメッセージを、実態よりかおくれ

たようなメッセージを出したら、僕はそれはい

かんと思うのですね。結局、今敷地内全面禁煙

にしているところもあるし、分煙でぐっと絞り

こんでいるところもあるし、それをぐっと緩め

るような案は出すべきじゃないと思いますね。

○清山委員 もう一つ妥協というか、やわらげ

る方法として、名前を上げたら角が立つのであ

れば、「学校、病院、官公庁」を除いて、「公共

性の高い施設」にまとめるとか、どうですかね。

○図師副委員長 禁止は残すんですか。

○清山委員 そこはまだ議論の余地があります

よね。

○新見委員 鳥飼委員がおっしゃいましたけど、

一番案文に「推進に努めるもの」というふうに

うたってあるわけですから、あとは下の個別の

項目については、ある程度きつい表現でもいい

んじゃないかと思いますけどね。どうしても分

煙とかいったら、ちょっと引いてしまうような

イメージがありますね。だから、喫煙の禁止で

いっても、絶対禁止しないといけないというふ

うじゃないから、この「努めるものとする」と

いう文言で救われるわけですからね。

○星原委員 だから、上ではそうやっているけ

ど、下で完全に「禁止及び」とうたい込みがあ

るから、それはやっぱりそっちが細かく今度分

けたという形にとらえるよね、そこを。禁止と

なったら。

○清山委員 時間が少しあるのだったら、お昼

の休憩を挟んで、午後検討というのはいかがで

しょうかね。

○星原委員 うちの議会だけじゃなくて、要す

るにほかの職員もそうだろうし、どこの官公庁

もね。職員もあるとは思うんですよ。今吸って

いる人たちもだんだん、こういう形が出てくる

ことで、狭まっていく方向にはいくだろうと思

うのですよね。我々も他人に迷惑をかけちゃい

けないという感じで、どこでやめるかなという

方向性には、私はこういうことでうたうことで、

条例つくることで、より県民にも、今我々のと

ころだけでなくて、一般県民にも健康によくな

い、がんになる可能性が高いのはたばこなんで

やめましょうということで、要するに今まで真っ

直ぐな幅が細くなっていく可能性はそこにあり

ながらの中で、どこかで法律が変わったときに、

もう禁止なら禁止に持っていけるような方向の

見方がとれんかなという感じはするんですよね。

もう言われることはわかってるんですよ。我々

も自分で吸ってないから、本当は。それは十分、

一番そうやってうたい込みができれば一番いい

んだけど。

○井上委員 禁煙に努めと。喫煙の禁止とか言

うと言葉が強いから、「禁煙に努め」でどうです

か。

○星原委員 そこら辺が我々の妥協点になって

くるかどうかなんですが。

○鳥飼委員 禁煙に努めるぐらいは言わんと、

分煙だけでいいですわとなったら、おまえどん

は何をしてるかということになると思うから。

１年間議論してそんなこつかよと。

○図師副委員長 「禁煙に努め」というような

折衷案が出されておりますが、いかがですか。

自民党会派さんのほうで。

○緒嶋委員 実際分煙の施設があるとこもある

わけよね。努めるというのは、それをなくすと

いうことになるわけですか。分煙もだめという

ことですけど。
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○図師副委員長 将来的にはということでしょ

うか。

○緒嶋委員 たばこを吸うことはならんよとい

うことでしょう。

○井上委員 日本としてはそうなりつつありま

すよ。でも、現実に吸っている人もいるという

ことも事実ですね。社会保障費が何とかかんと

か言ってる割には、ずっと吸い続けているわけ

ですよ。

○清山委員 禁煙・分煙という言葉を出さない

で、この後半に出てくる「受動喫煙の防止対策

を徹底する」とかはいかがでしょうか。

○鳥飼委員 やっぱり世の中がそういうふうに

なっているわけだから、ある程度のメッセージ

は出さないと、やっぱり弱いですよね。何のた

めのこの条例をつくるのかと、１年間議論した

のか、パブリックコメントをやっても、賛成派

・反対派から来ると思うんですよ、たばこ吸う

人から。たばこ吸わん人は、何をやってるの、

あんたたちはと、こうくるだろうと思うのです

よ。そのときまた判断を迫られるから。

○二見委員 そこ辺が、だから吸っていいんだ

けれども、要するに吸っちゃいけないというふ

うに施設として禁止していく方向なんですよね。

○鳥飼委員 最初はずらずらとあったのを絞っ

てきたと。それも特定の公のところが率先して

条例を推進しましょうということでこういうの

が上がっているわけだけど、じゃ、医学的にも

たばこを吸ってもがんにはなれませんよと。そ

うじゃないけど、がんになりますよというのが

あってこれをつくっているわけだから。一定の

何か、少しはここがこうですよというのがあっ

た後に、それも認めると。数字も認める。けど、

分煙に努めるとか、一つは何かないと、やっぱ

り何のためにこの条例をつくったのねというよ

うなことになるんですよね。

○二見委員 施設等において禁煙を絶対に推進

するとなれば、やっぱりそういう吸う人たちの

権利が制限されるわけじゃないですか。ここの

箇所については、受動喫煙が一番の問題になっ

ているという項目だと思うんですよ。項目自体

はがんの予防及び早期発見の推進じゃないです

か。つまり、他人の煙を吸わないということで、

要するに吸わない人たちの健康を守ろうという

項目ですよね、これは。

○鳥飼委員 そうすることでがんになるのか、

ならんのか。がんのケースがあるのかどうかと

いうことなんですよ。それはまあそうかもしれ

んけど、違う意見もあるよということであれば、

それはそれでいいですよ。

○星原委員 パーセントじゃないんですよね。

○鳥飼委員 だから、そこ辺の議論ですよ。結

局たばこを吸うことの概念をどう認識するか。

それをどうやって、耕作者の人たちもおるし、

たばこ愛煙家もおるから、それをうまいぐあい

に折り合っていくか。しかし、県はこうですよ

というのを、どれだけうたい込んでいくかとい

うことですよ。

○緒嶋委員 「禁煙又は分煙に努め」というの

はどうかな。

○星原委員 吸えるところがほかにもあること

はあるのよね。場所を変えればね。だから、最

初からそういくのか、少し本当は最初からいか

んないかんという意見ももっともだし、我々と

すれば、こういうことで、本人の健康だから、

本人も当然そう考える、周りにも迷惑をかけて

いるということでいって、つくられることで少

しずつ狭まっていく形で。

○内村委員長 今、ここの場所が禁止というと

ころを、「禁煙又は分煙に努め」という案が出て
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いるんですが、どうでしょうか。

○鳥飼委員 推進をするところはどこなのか。

最初から制限が厳しいから、当面、やっぱり法

律をつくる、条例をつくる。じゃ、一番最初に

それを守ろうというのはどこなのかということ

ですよ。おれは知らんぞと、つくっても、そう

いうことであれば、やわらかいやつでいいです

よと。

○井上委員 一番は県民の健康だからね。とい

うことになると、やっぱり禁煙なのよ。

○鳥飼委員 おれは吸ってもがんにならんとい

う人がおるから難しいわけでですね。

○緒嶋委員 明確にうたってないわけでしょう

他県の例、どうですか。

○内村委員長 暫時休憩いたします。

午前11時23分休憩

午前11時25分再開

○内村委員長 委員会を再開いたします。副委

員長の方から御紹介いたします。

○図師副委員長 長崎が受動喫煙の防止のため

の県庁舎、学校、病院、公園、歩道その他の多

数の者が利用する施設における分煙又は禁煙の

促進。

○星原委員 それぐらいのところに何とか落ち

着かんかな。それで後、法律が変わったときに

見直しで。禁煙が最後に入る。分煙又は禁煙と。

○井上委員 宮崎らしさを出さんといかんから、

禁煙又は分煙よ。

○内村委員長 よろしいですか。長崎が「受動

喫煙の防止のための、県庁舎、学校、病院、公

園、歩道その他の多数の者が利用する施設にお

ける分煙又は禁煙の促進」と入っています。長

崎県の条例を参考にしてはどうかという御意見

が出ましたが、これでどんなでしょうか。

○新見委員 長崎の条例は、本県のように、「県

は、推進に努めるものとする」というような表

現をされてないんですか。

○内村委員長 「県は、がんの予防及び早期発

見に資するため、次に掲げる施策を推進するよ

う努めるものとする」というのが頭に入ってい

ます。

○星原委員 長崎でも多分いろいろあったと思

いますよ。今みたいな意見があって。最終的に

入れるとすれば、そこに集約したから。ほかの

県はどこも入ってないんですか。

○清山委員 私が見つけたものでは、長崎県以

外にも、徳島県が「多数の者が利用する施設に

おける禁煙その他の受動喫煙の防止のための措

置の促進」と、群馬県が「禁煙の推進」となっ

てます。

○星原委員 禁煙の推進ですよね。うちみたい

に「禁止」と入ると、「禁煙を推進」という言葉

はいいけど、「喫煙を禁止」とうちのはここにう

たっているから、ここになるとちょっときつい

ですね。やっぱりみんなどこも「推進」ぐらい

で抑えておる。「禁止」とうたうんじゃなくて。

○井上委員 最初に出たように、「禁煙に努める」

とか「禁煙の推進」とかいうふうにしたら。

○星原委員 だから、長崎の条例が一番文言と

してもいいような気がするけど。

○図師副委員長 岐阜県も長崎と一緒です。

○星原委員 我々は吸ってないから、吸ってな

い側からすれば当然そう言うけど、やっぱりそ

の辺が多少あって、どこの県でもつくるときに

そこまで一気に持っていくのに持っていけな

かったと思うんですね。

○内村委員長 暫時休憩いたします。

午前11時30分休憩
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午前11時32分再開

○内村委員長 委員会を再開いたします。

「喫煙」のところでちょっと今分かれている

ところですが、この各県の「分煙」「禁煙」「禁

止」、いろいろ出ているところですけれども、こ

れをどうするかでちょっと会派に持ち帰ってい

ただいて、また午後１時に再開ということで、

よろしいでしょうか。

○星原委員 今持ち帰る課題はこれが一つだけ

ですね。あるのならここで出してからがいいと

思いますけど。

○内村委員長 その他の部分で議論したいとこ

ろはございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○井上委員 １時には１８の条例の見直しのと

ころの文章も確認できるといいと思いますけど。

○内村委員長 分かりました。正副委員長案を

提示したいと思います。

○鳥飼委員 以前いただいてますが、他県の条

例で参考になる部分についていただけると。

○内村委員長 分かりました。準備したいと思

います。それでは、暫時休憩いたします。

午前11時34分休憩

午後１時10分再開

○内村委員長 委員会を再開いたします。

まず初めに、７に入る前に、18のところで、

見直しのところがありましたけれども、その結

果について、今皆さんにお配りしてありますが、

「18 条例の見直し」というところ、ここは、

「県は、地域の実情に応じて、この条例の検討

を行い、その結果に基づいて必要な見直しを行

うものとすること」と提案をさせていただきま

す。この18について、この条例の見直しはこれ

でよろしいでしょうか。

○鳥飼委員 「地域の実情に応じて」というの

は、何を想定しているんですか。

○緒嶋委員 「実情に応じて」でいいことない

か。

○内村委員長 では、「地域」は入れずに「県は、

実情に応じて」でどうでしょうか。「県は、実情

に応じて」でよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 では、そのようにさせていただ

きます。

それでは、また午前中の７に返りまして、「他

県の条例の状況」ということで、皆さんのお手

元に届いていると思います。まず、各会派で検

討されましたことがありましたら、それを出し

ていただいてよろしいでしょうか。自民党から

お願いします。

○押川委員 午前中の協議を持ち帰らせていた

だいて、党議を先ほどしたんですが、吸われる

方においては、吸う者の権利まで縛ってもらっ

たら困るとか、いろいろ御意見が出たところで

あります。私たちは、納税もしているのにとい

うような意見がありまして、できれば午前中あっ

たように、長崎県あたりの文言を利用させてい

ただいて、分煙・禁煙・どっちが先でも、そう

いう方向であればということで、最終的には、

会派ではそういう方向でお願いしたいというこ

とでありましたので、報告をしたいと思います。

○井上委員 新みやざきは、あのときの発言と

全く変わってないんですが、がんの予防、これ

についての、「次に掲げる施策の推進に努めるも

のとする」というふうになっているわけだから、

これよりか下がるのはよくないと、印象的に言っ

ても後ろに下がるということになるといけない

ので、「禁煙に努め」という、そういう書き方の

ほうがいいというのが私どもの会派の総意です。



- 18 -

○内村委員長 今、新みやざきのほうから出さ

れたのが、「禁煙に努め」ということでしたけれ

ども、ほかはいかがでしょうか。

○新見委員 公明党としては、３人とも喫煙し

ないということから言うわけじゃないですが、

この基本のままでいいと。「喫煙の禁止」という

言葉のイメージがきついのであれば、同じこと

ですけれども、「禁煙」と。「喫煙の禁止」を「禁

煙」にすると。だから、さっき新みやざきもおっ

しゃいましたけど、ここに「分煙」」とかいう表

現を入れたら、既に分煙しているところもあっ

て、最初の表現、「推進に努めるものとする」と

いうことからも、今の現状よりか後退してしま

うイメージがあるので、「分煙」という言葉をこ

こに入れるのは、ちょっとだめということでし

た。

○鳥飼委員 現状から後退をするような表現は

避けるべきだということで、押川委員がおっしゃ

る意味もわかりますけれども、工夫して何か表

現出来て、実情、実態から後退するようなこと

を決めるというのは、やっぱりどうかなと。言

われることもわかりますので、そこをうまい具

合に表現ができないものかなというふうに思い

ます。今、新見委員が言われたようなことも一

つの方法かと思います。

○内村委員長 今それぞれの会派での検討され

たものが出されたんですが、ほかに御意見等ご

ざいませんか。

○清山委員 健康増進課長あたりが説明した官

公庁舎で、分煙の割合が70数％という数値でし

たよね。残り20数％は分煙すら進んでないとす

れば、この18の見直し条項を盛られたように、

今後、全面的な禁煙とするというふうな条例の

見直しも可能性としては残しつつ、今回は少な

くとも前進ということで、禁煙または分煙の徹

底をするという表現にすると、少なくとも後退

にはならないのかなとも思いました。お互い中

間点を考えると。

○内村委員長 暫時休憩します。

午後１時17分休憩

午後１時23分再開

○内村委員長 委員会を再開させていただきま

す。

ただいまの７の②についてですが、今まで「喫

煙の禁止」と出てました文言を、意見をいただ

きまして、「禁煙又は分煙」という文言に変える

ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 それでは、そのようにさせてい

ただきます。ありがとうございます。

それでは、これまで議論を重ねてまいりまし

たが、その他の部分で、要綱案に対する意見は

何かありませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 それでは、ないようですので、

本日決定しました修正分を加え、決定したいと

思いますが、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 ありがとうございます。

では、次に協議事項２のパブリックコメント

等の実施についてであります。

これまでがん患者会等と意見交換を重ねてき

たところですが、限られた団体からの意見聴取

にとどまっておりますし、そもそも要綱案につ

いては示しておりませんので、意見がどう反映

されているのかわからないと思います。また、

「県民の役割」といった項目を盛り込んでおり

ますので、広く御意見をお伺いして、さらに検

討を重ねたほうが、より県民から理解を得られ
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ると同時に、実効性のある条例に仕上がるので

はないかと考えております。皆様の御意見をお

願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 それでは、パブリックコメント

を実施するということで決定してよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 では、そのように決定します。

なお、パブリックコメントの実施期間ですが、

終了後直ちに準備を始め、年末年始を挟みます

が、12月中旬から１月中旬までの約１カ月間を

予定しております。

実施方法としましては、県政記者室への投げ

込みのほか、県議会ホームページ、県民情報セ

ンター、各県政相談室、県議会図書室で意見を

募集する予定としております。そのほか、県、

市町村、医師会、県看護協会、意見交換を行っ

たがん患者会への文書による意見聴取を行いま

す。

また、「事業者の役割」を盛り込んだことに伴

いまして、理解していただくとともに、御協力

をいただけるよう、今月中に正副委員長で主要

な経済団体へ趣旨説明に行ってまいりたいと考

えております。

次に、協議事項（３）の次回委員会について

であります。次回委員会は、１月27日金曜日に

行うことを予定しておりますが、執行部からの

説明は行わずに、パブリックコメント等の意見

を踏まえた条例案の協議、委員会報告書骨子案

について協議いただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。

○井上委員 執行部側からのこの条例に対する

考え方とか、それはいつとられるんですか。パ

ブリックコメント前ですか。

○内村委員長 同時に実施して、回答の締切は

少し早めになるかと思います。

○井上委員 済みません、ちょっと聞き逃した

かもしれないんですが、いつからいつですか。

○内村委員長 パブリックコメントは12月中旬

から約１カ月間を予定しております。

○緒嶋委員 その執行部の意見が我々と極端に

違うようなことが出された場合はどうするんで

すか。

○内村委員長 そのときはまた皆さんに臨時で

委員会を招集してお集まりいただいて、協議を

していただきたいと思います。

○星原委員 あわせていいですか。法律用語と

かを使ったりしていますが、そこは法制の連中

がチェックするのかなと思いますが、どうなる

のかな。

○池田書記 12月中旬から１月中旬にかけて、

パブリックコメントをします。次の１月27日の

委員会では、そのパブリックコメントや、その

他執行部であったり、関係団体からの文書によ

る意見聴取した結果を皆さんにお示ししまして、

それでまた委員協議をしていただくと。その後

に法制のチェックをかけるということになりま

す。

○内村委員長 それでよろしいでしょうか。

○星原委員 分かりました。

○清山委員 趣旨説明で経済団体を回るという

ことでしたが、医療関係は回らないんですか。

○内村委員長 直接説明にはいきませんが、県

医師会及び県看護協会には文書で照会を行いた

いと考えてます。

では、最後になりますが、協議事項（４）の

その他で何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 ありがとうございます。
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それでは、本日の委員会にて御協議いただく

内容については、すべて終了いたしましたので、

これで委員会を終わりたいと思います。

なお、次回の委員会は、１月27日午前10時か

ら行う予定となっておりますので、よろしくお

願いします。

それでは、以上で本日の委員会を終了いたし

ます。ありがとうございました。

午後１時30分閉会


